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「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について 

 

 

標記の件につきまして、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から別添写しの

とおり依頼がありました。 

ついては、内容を確認いただき、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を徹底願

います。 
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事 務 連 絡 

令和４年２月 10日 

 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課 

各都道府県教育委員会専修学校主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課  

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 幼 児 教 育 課 

文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当）付 

 

 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更

について 

 

 

このたび、内閣総理大臣より、令和４年２月 12日から３月６日までを期間として、高

知県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号）に基づ

２月 10 日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変

更されましたので、その内容をお知らせします。基本的対処方針等に基づ

く新型コロナウイルス感染症対策の徹底をお願いいたします。なお、学校

関係の記載は、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化や教職

員に対する新型コロナワクチンの優先的な追加接種などについて記載さ

れておりますが、感染防止策の強化については、令和４年２月４日付けの

事務連絡「オミクロン株に対応した学校における新型コロナウイルス感

染症対策の徹底について」で示した内容と同様のものになります。 

また、教職員に対する新型コロナワクチンの優先的な追加接種につい

ては、令和４年２月７日付けの事務連絡「教職員の新型コロナワクチンの

追加接種について」で依頼させていただいたところですが、基本的対処方

針においても記載されていることを踏まえ、早急に教職員の追加接種が

実施されるよう、引き続き御対応をお願いいたします。 

Administrator
写
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く「まん延防止等重点措置（以下「重点措置」という。）」が行われることとなりました。 

また、既に重点措置が行われていた群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新

潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県について、当該措

置を実施すべき期間が令和４年３月６日まで延長されることとなりました。 

これに伴い、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（以下

「対処方針」という。）」が変更されましたので、お知らせします。 

 

新たな対処方針における学校の取扱いに係る記載は下記のとおりであり、令和４年２

月４日にとりまとめられた新型インフルエンザ等対策推進会議新型コロナウイルス感

染症対策分科会（以下「コロナ分科会」という。）の提言（※）を踏まえたオミクロン株

の特徴を踏まえた感染防止策の強化などについて記載されたところです。 

※オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai12/gijisidai_4.pdf 

なお、当該提言を踏まえた学校における感染症対策については、「オミクロン株に対応

した学校における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について」（令和４年２月４日

付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡）において示しておりますの

で御参照ください。 

 

また、教職員の新型コロナワクチンの追加接種が迅速かつ円滑に進められるよう、「教

職員の新型コロナワクチンの追加接種について」（令和４年２月７日付け文部科学省初

等中等教育局初等中等教育企画課事務連絡）において依頼させていただいたところです

が、新たな対処方針では、新型コロナワクチンの追加接種において、教職員など地域に

おける社会機能を維持するために必要な事業の従事者等に対する優先的な追加接種の

推進についても記載されております。対処方針の「(別添)事業の継続が求められる事業

者」の「５．その他」にも「学校等については、児童生徒等や学生の学びの継続の観点

等から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏

まえ、事業継続を要請する。」と記載されており、教職員は、学校の業務を継続し、児童

生徒等の学びの継続の保障や地域における社会機能を維持するために不可欠な存在で

す。学校の教育活動を継続するため、初回接種（１回目、２回目の接種をいう。以下同

じ。）から６か月経過した教職員については、極力早い段階で追加接種を受けることを推

奨していただきますようお願いします。特に、昨年８月までに初回接種が完了した教職

員については、可能な限り本年２月中に追加接種を受けられるよう積極的な取組の推進

をお願いします。その際、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等に

ついて（周知）」（令和４年２月 10 日付け文部科学省高等教育局高等教育企画課事務連

絡）を踏まえつつ、域内の大学等において大学拠点接種を実施している場合には、学校

の教職員の追加接種の受け入れについて当該大学等に相談することも考えられます。 

各自治体等の状況に応じて早急に教職員の追加接種が実施されるよう、引き続き衛生

主管部（局）等の関係者との間で適切な調整・連携を図っていただきながら、御対応い

ただきますようお願いいたします。なお、今後、各自治体における状況を把握すること

を予定しています。 

 

さらに、幼児のマスク着用について、コロナ分科会から、オミクロン株の特性を踏ま

え、発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される子供については可能な範

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai12/gijisidai_4.pdf
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囲でマスクの着用を奨めることなどが示されたところであり、各幼稚園におかれては、

これまでも、感染状況や活動の場面、一人一人の発達の状況や体調等を踏まえた対応を

お願いしておりますが、幼児のマスク着用に関してコロナ分科会が示した提言を踏まえ、

特にオミクロン株がまん延している時期においては、幼児や教職員の感染をできる限り

防ぐ観点に立った対応をお願いしたいこと、その際、幼児期の発達には個人差が大きい

ことを踏まえ、本人の調子が悪い場合や、持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理

して着用させる必要はないことや、教職員は、一人一人の体調変化に十分注意するとと

もに、マスクを着用する場面についても、学校衛生管理マニュアルを踏まえた臨機応変

な対応を心がけることに留意していただきますようお願いいたします。 

 

また、対処方針においては、大学入試、高校入試等については、実施者において感染

防止策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した上で、予定どおり実施するとさ

れておりますが、各実施者におかれましては、受験生それぞれが置かれ得る状況に応じ、

一人の受験生も受験機会を失うことのないよう、受験機会の確保のための措置を迅速に

講じていただくよう、改めて特段の御配慮をお願いいたします。 

 

都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校（高等課程を置く専修

学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市（指定都市を除く。）

区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等

を通じて、その設置する学校に対して、国公立大学法人担当課におかれてはその設置す

る附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれてはその設置する学校

に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）第 12条第１項の認定を受け

た地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対

して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては所管の認定こども

園及び域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町村認定こども園主管課に対して、厚

生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれては所管の高等課程を置く専修学

校に対して本件を周知されるようにお願いします。 

 

記 

 

 新たな新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針について 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_040210.pdf 

 

（関連する記載の抜粋）※変更箇所について、追記部分には下線を引き、削除部分には

取り消し線を引いています。 

 

一  新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

（６）オミクロン株の発生と感染拡大 

 （略）オミクロン株の濃厚接触者の待機期間について、これまでに得られた科学的知

見に基づき、14日から 10日に、さらに 10日から７日に短くするとともに、地域にお

ける社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能を維持

するために必要な事業（別添に掲げる事業を参考として、自治体が適当と認める事業）

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_040210.pdf
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に従事する者に限り、２日にわたる検査が陰性であった場合に、５日目に待機を解除

する取扱いを実施できることとしている。加えて、常に接触のある家庭内では、感染

者の発症日又は感染対策を講じた日のいずれか遅い方を０日目として、待機期間を７

日間（８日目解除）としている。 

 

二  新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 

（５）オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策 

２）学校等 

・  「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等

を踏まえた対応を基本としつつ、特に感染リスクが高い教育活動については、

同マニュアル上のレベルにとらわれず、基本的には実施を控える、又は感染が

拡大していない地域では慎重に実施を検討するといった対応を行う。 

・  学齢期の子どもがいる医療従事者等の負担等の家庭・地域の社会経済的事情

等を考慮し、学校全体の臨時休業とする前に、地方公共団体や学校設置者の判

断により、児童生徒等の発達段階等を踏まえた時差登校や分散登校、オンライ

ン学習を組み合わせたハイブリッドな学習形態を実施する。また、学校の臨時

休業は、感染状況を踏まえ、学校設置者の判断で機動的に行い得るものである

が、感染者が発生していない学校全体の臨時休業については、児童生徒等の学

びの保障や心身への影響等を踏まえ、慎重に検討する。 

・  なお、大学等においても適切に対応する。 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（２）ワクチン接種 

  ④  追加接種については、２回目接種完了から８か月以上経過した方に順次、接種

することを原則としていたが、感染防止に万全を期する観点から、まずは、重症

化リスクが高い高齢者などの方々の接種間隔を前倒しするとともに、接種を加速

化し、並行して、予約に空きがあれば、できるだけ多くの一般の方にも更に接種

間隔を前倒して接種する。併せて、一般の方への接種を実施するに当たって、各

自治体の判断により、教職員、保育士、警察官、消防職員など、地域における社

会機能を維持するために必要な事業の従事者等に対して優先的に追加接種をす

るような取組も進める。追加接種に使用するワクチンについては、１回目・２回

目に用いたワクチンの種類にかかわらず、ｍRNA ワクチンを用いる。また、引き

続き１回目・２回目未接種者に対する接種機会を確保し、接種を促進する。これ

らの接種に使用するワクチンについて、安定的な供給を行う。 

 

（４）検査 

   ⑤ 大学、専門学校、高校、特別支援学校や、中学校、小学校、幼稚園等に対して、

約 125万回分の抗原定性検査キット抗原簡易キットを配布し、発熱等の症状が

ある場合には、自宅で休養することや、医療機関の受診を原則とした上で、直

ちには医療機関を受診できない場合等において、教職員や学生、速やかな帰宅

が困難であるなどの事情のある児童生徒（小学校４年生以上）を対象として抗
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原定性検査キット抗原簡易キットを活用した軽症状者（発熱、せき、喉の痛み

等軽い症状を有する者をいう。以下同じ。）に対する迅速な検査を実施し、陽性

者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、

迅速かつ機動的に PCR検査等を行政検査として実施する。 

 

（５）まん延防止 

５）学校等の取扱い 

① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求めるので

はなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚園、小学

校、中学校、高等学校等については、子供の健やかな学びの保障や心身への影

響の観点から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ

ニュアル」等を踏まえた対応を要請する。また、大学等については、感染防止

と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適

切に対応することを要請する（緊急事態措置区域においては、大学等の感染対

策の徹底とともに、遠隔授業もより一層活用した学修者本位の授業の効果的な

実施による学生等の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、学生寮におけ

る感染防止策、懇親会や飲み会等については、学生等への注意喚起の徹底（緊

急事態措置区域及び重点措置区域においては、部活動や課外活動における感染

リスクの高い活動の制限又は自粛（ただし、対象者全員検査の実施等により、

部活動や課外活動における感染リスクの高い活動について可能とする。））を要

請する。特に、発熱等の症状がある学生等が登校や活動参加を控えるよう周知

徹底を図る。また、大学、高等学校等における軽症状者に対する抗原定性検査

キット抗原簡易キット等の活用（部活動、各種全国大会前での健康チェック等

における活用を含む。）や、中学校、小学校、幼稚園等の教職員や速やかな帰宅

が困難であるなどの事情のある児童生徒（小学校４年生以上）への抗原定性検

査キット抗原簡易キットの活用を奨励する。また、教職員や受験生へのワクチ

ン接種が進むよう、大学拠点接種を実施する大学に対し、地域の教育委員会や

学校法人が大学拠点接種会場での接種を希望する場合の積極的な協力を依頼

するとともに、地方公共団体に対し、大規模接種会場の運営に当たり、教育委

員会や私学担当部局がワクチン担当部局と連携し、希望する教職員や受験生へ

のワクチン接種が進むよう取組を行うなどの配慮を依頼する。大学入試、高校

入試等については、実施者において、感染防止策や追検査等による受験機会の

確保に万全を期した上で、予定どおり実施する。 

② 都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策について指導すると

ともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報について速やかに情報共有

を行うものとする。 

 

(別添)事業の継続が求められる事業者 

５．その他 

・学校等については、児童生徒等や学生の学びの継続の観点等から、「学校における新型

コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、事業継続を要請す

る。 
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＜本件連絡先＞ 
（学校における新型コロナウイルス感染症対策について） 

文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課 
 ０３－５２５３－４１１１（内２９１８） 

 
（教職員のワクチン追加接種について） 

文部科学省 初等中等教育局 初等中等教育企画課 
０３－５２５３－４１１１（内４６７８） 

 
（幼稚園関係について） 

文部科学省 初等中等教育局 幼児教育課 
０３－５２５３－４１１１（内３１３６） 

 
（入試関係について） 

文部科学省 初等中等教育局 参事官（高等学校担当）付 
０３－５２５３－４１１１（内３４８２） 


